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第７１岐阜大学教育研究評議会議事概要

１ 日 時  令和８年３月２６日（木）１３時３０分～１５時２０分

２ 場 所  大会議室＋Ｗｅｂ会議

３ 出席者  松尾，吉田（議長），王，杉山，神原，大藪，リム，山田(雅)，内田，植松，西

津，三井，牛越，志水，平松，上田，安藤（門松代理），山本（眞），小山，坂

本，橋本(永)，井關，小林，山田（邦），篠田，前川，福岡，矢部，橋本(慎)，

益川，道上，山本（朱），の各評議員

オブザーバー：西田，山田，松原，寺門

４ 第７０回の議事概要を確認した。

５ 審議事項

（１）岐阜大学組織運営規程の一部改正について

杉山評議員から，資料１に基づき，糖鎖生命コア研究所に統括所長を設置し、岐阜大学教

育研究院における大学教員の取扱いを明確化するため、岐阜大学組織運営規程の関連する規

定を改正することについて説明があり，審議の結果，承認された。

（２）動物性集合胚作成規程及び動物性集合胚生命倫理審査委員会細則の制定について

王評議員から，資料２に基づき，「岐阜大学動物性集合胚作成規程」及び「岐阜大学動物

性集合胚生命倫理委員会細則」を制定することについて説明があり，審議の結果，承認され

た。

（３）岐阜大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規程の制定について

杉山評議員から，資料３に基づき，防犯カメラの設置等及び防犯カメラで撮影された画像

の運用等についての管理体制を明確化する目的で、防犯カメラの管理及び運用に関する規程

の制定について説明があり，審議の結果，承認された。

（４）東海国立大学機構大学教員の任期に関する規程の一部改正（案）について

杉山評議員から，資料４に基づき，高等研究院に係る大学教員の任期制ポストの一部改正

について説明があり，審議の結果，承認された。

（５）第４期中期目標期間における現況調査表及び研究業績説明書（案）について

神原評議員から，資料５に基づき，令和７年人事院勧告に対する本機構の対応内容につい

て、令和８年１月 29日開催の教育研究評議会に附議し、各部局に意見照会（2/6〆切）を行

った結果、特に意見がなかった旨報告があり，本件について改めて審議した結果，実施が承

認された。

（６）岐阜大学学則の一部改正について

杉山評議員から，資料６に基づき，岐阜大学学部学生の大学院授業科目の先取履修に関す

る規程の制定及び医学部医学科定員の臨時増員措置の延長に伴う改正について説明があり，

審議の結果，承認された。
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（７）名誉教授の選考について

議長から，資料７に基づき，岐阜大学名誉教授規程および岐阜大学名誉教授規程に関する

申合せの定めるところにより、選考基準を満たした３月３１日付定年退職者等に対する名誉

教授の称号付与について説明があり，審議の結果，承認された。

６ 報告事項

（１）寄附講座の設置・変更について

王評議員から，資料８に基づき，寄附講座の設置（新規設置 1 件）及び変更（設置変更 9

件）について報告があった。

（２）岐阜大学糖鎖生命コア研究所規程・岐阜大学糖鎖生命コア研究所運営委員会規程の一部改

正について

王評議員及び安藤糖鎖生命コア研究所副所長から，資料９に基づき，令和８年４月１日付

けで、糖鎖生命コア研究所内に研究所を代表しその業務を統括する「統括所長」を追加し、

また糖鎖ビッグデータセンターに置く部門に「AI 基盤部門」を追加することについて報告

があった。

（３）東海国立大学機構教育グッドプラクティス機構長特別表彰の推薦について

杉山評議員から，資料１０に基づき，2026 年度東海国立大学機構教育グッドプラクティ

ス機構長特別表彰の推薦について報告があった。

（４）岐阜大学フェローの称号授与について

議長から，資料１１に基づき，岐阜大学フェローの称号授与申請 2件について報告があっ

た。

（５）運営会議報告について

議長から，資料１２に基づき，運営会議の審議等の結果について報告があった。

（６）役員会報告について

議長から，資料１３に基づき，役員会の審議・討議等の結果について報告があった。

（７）機構長報告について

松尾評議員から，資料１４に基づき，東海国立大学機構の経営や運営にとって重要な国の

政策や施策の最新情報について報告があった。

（８）令和８年度東海機構及び岐阜大学の執行体制（職務担当）について

松尾評議員及び議長から，資料１５に基づき，東海国立大学機構の経営や運営にとって重

要な国の政策や施策の最新情報について報告があった。

７ 資料配付事項
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（１）令和８年度主な行事予定（確定版）について（資料１６）

（２）令和８年４月１日付け人事異動（事務系管理職）について（資料１７）

８ 次回の開催について

（１）次回は，４月２３日（木）参集及び Web会議により，１３時３０分から開催することとな

った。

以 上


